
○
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号 

臨
床
研
究

二
十
九
年
法
律
第
十
六

三
十
三
条
の
規
定
に
基

臨
床
研
究
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

 

令
和
六
年
二
月
十
四
日 

厚
生
労
働
大
臣 

武
見 

敬
三 

 
 
 

臨
床
研
究
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

臨
床
研
究

三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
七

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

 



 

は

 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

公
表
す
る
情
報

 

公
表
す
る
情
報

 
第
九
十
条 

法
第
三
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報

次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

当
該
各
号
に
定

 

一 

医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
等

医
療
関
係
者
に
対
し
て
行
う
自
社
で

製
造
販
売
を
す
る
医
薬
品
に
関
す
る
情
報
等
の
提
供
に
関
す
る
事
項
と
し

て
当
該
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
等
が
行
う
事
業
全
体
に
係
る

説
明
会
そ
の
他
の
会
合
の
件
数
及
び
そ
の
実
施
に
要
し
た
費
用
の
総
額
並

び
に
当
該
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
等
が
行
う
事
業
全
体
に
係
る
情
報
提

供
の
た
め
の
書
籍
等
の
提
供
に
要
し
た
費
用
の
総
額

に

限

交
際
費
と
し
て
当
該
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
等
が
行
う

事
業
全
体
に
係
る
接
遇
を
行
う
際
の
飲
食
に
要
し
た

慶
弔
費
等
の

総
額

に
限

を
そ
れ
ぞ
れ
公
表
し
た
場
合 

次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応

同
表
の
下
欄
に
掲

前
事
業
年
度
分
に
限

 

の
管
理
等

を
行
う

販
売
業
者
等
が
特
定
臨
床
研
究

に
つ
い
て
の
研
究
資
金
等
を
提

供
し
た
も
の
に
限

当

該
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
医
療

機
関
に
提
供
し
た
研
究
資
金
等

を
含

 

一 

第
二
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
が
整
備

す
る

に
記
録

さ
れ
る
識
別
番
号 

二 

提
供
先 

三 

実
施
医
療
機
関 

四 

各
特
定
臨
床
研
究
に
お
け

る
研
究
の
管
理
等
を
行
う
団

体
及
び
実
施
医
療
機
関
ご
と

の
契
約
件
数 

五 

各
特
定
臨
床
研
究
に
お
け

る
研
究
の
管
理
等
を
行
う
団

体
及
び
実
施
医
療
機
関
ご
と

の
研
究
資
金
等
の
総
額 

第
九
十
条 

法
第
三
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報

次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

前
事
業
年
度
分
に
限

 

の
管
理
等
を

行
う

業
者
等
が
特
定
臨
床
研
究
に
つ
い

て
の
研
究
資
金
等
を
提
供
し
た
も

の
に
限

当
該
特
定
臨
床

研
究
の
実
施
医
療
機
関
に
提
供
し

た
研
究
資
金
等
を
含

 

一 

第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
省
が
整
備
す
る

に
記
録
さ
れ
る

識
別
番
号 

二 

提
供
先 

三 

実
施
医
療
機
関 

四 

各
特
定
臨
床
研
究
に
お
け
る

研
究
の
管
理
等
を
行
う
団
体
及

び
実
施
医
療
機
関
ご
と
の
契
約

件
数 

五 

各
特
定
臨
床
研
究
に
お
け
る

研
究
の
管
理
等
を
行
う
団
体
及

び
実
施
医
療
機
関
ご
と
の
研
究

資
金
等
の
総
額 

の
実
施

期
間
及
び
終
了
後
二
年
以
内
に
当

該
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
研

究
責
任
医
師
又
は
第
八
十
九
条
に

規
定
す
る
当
該
研
究
責
任
医
師
と

特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
に
提
供
し

た
も
の
に
限

当
該
研
究
責
任

医
師
に
提
供
さ
れ
な
い
こ
と
が
確

実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を

除

 

一 

提
供
先 

二 

提
供
先
ご
と
の
契
約
件
数 

三 

提
供
先
ご
と
の
提
供
総
額 



 

の
実

施
期
間
及
び
終
了
後
二
年
以
内

に
当
該
特
定
臨
床
研
究
を
実
施

す
る
研
究
責
任
医
師
又
は
第
八

十
九
条
に
規
定
す
る
当
該
研
究

責
任
医
師
と
特
殊
の
関
係
の
あ

る
者
に
提
供
し
た
も
の
に
限
り

に
提
供

さ
れ
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除

 

一 

提
供
先 

二 

提
供
先
ご
と
の
契
約
件
数 

三 

提
供
先
ご
と
の
提
供
総
額 

原
稿
執
筆
及
び
講
演
そ
の
他
の

業
務
に
対
す
る

床
研
究
の
実
施
期
間
及
び
終
了

後
二
年
以
内
に
当
該
特
定
臨
床

研
究
を
実
施
す
る
研
究
責
任
医

師
に
提
供
し
た
も
の
に
限

 

一 

業
務
を
行
う
研
究
責
任
医

師
の
氏
名 

二 

研
究
責
任
医
師
ご
と
の
業

務
件
数 

三 
研
究
責
任
医
師
ご
と
の
業

務
に
対
す
る
報
酬
の
総
額 

 

原
稿
執
筆
及
び
講
演
そ
の
他
の
業

務
に
対
す
る

究
の
実
施
期
間
及
び
終
了
後
二
年

以
内
に
当
該
特
定
臨
床
研
究
を
実

施
す
る
研
究
責
任
医
師
に
提
供
し

た
も
の
に
限

 

一 

業
務
を
行
う
研
究
責
任
医
師

の
氏
名 

二 

研
究
責
任
医
師
ご
と
の
業
務

件
数 

三 

研
究
責
任
医
師
ご
と
の
業
務

に
対
す
る
報
酬
の
総
額 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

前
号
の
表
及
び
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応

当
該
前
号
の
表
及
び
次
の
表

の
下
欄
に
掲

前
事
業
年
度
分
に
限

 

医
療
関
係
者
に
対
し
て
行
う
自

社
で
製
造
販
売
を
す
る
医
薬
品

に
関
す
る
情
報
等
の
提
供
に
関

す
る
事
項

の

実
施
期
間
及
び
終
了
後
二
年
以

内
に
当
該
特
定
臨
床
研
究
を
実

施
す
る
研
究
責
任
医
師
に
提
供

さ
れ
た
も
の
に
限

 

一 

そ
の
他

の
会
合
の
件
数
及
び
そ
の
実

施
に
要
し
た
費
用
の
総
額 

二 

情
報
提
供
の
た
め
の
書
籍

等
の
提
供
に
要
し
た
費
用
の

総
額 

交
際
費

の
実

施
期
間
及
び
終
了
後
二
年
以
内

接
遇
を
行
う
際
の
飲
食
に
要
し

た

の
総
額 

 



 

に
当
該
特
定
臨
床
研
究
を
実
施

す
る
研
究
責
任
医
師
に
提
供
さ

れ
た
も
の
に
限

 
 



 

 
 
 

附 

則 

 

１ 

こ
の
省
令

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 
の
公
表
に
関
す
る

 

２ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
臨
床
研
究
法
施
行
規
則
第
九
十
条
の
規
定

省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
最

初
の
事
業
年
度
か
ら
適
用

 


